
　後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやす
い制度とするため７５歳（一定以上の障害があると認定された人は６５歳）以上の後期高
齢者を対象に、新たに創設された医療制度で、平成２０年４月から実施されています。

保険料は全員が納めなければなりません
　被保険者全員が保険料を個人単位で納めます。

保険料の決定、通知
　年間保険料の決定額は、７月中旬にお知らせします。

保険料の納め方
▽特別徴収（年金からの天引き）
　保険料は原則として年金から天引き（特別徴収）されます。

※受給年金額が１８万円以下の方および介護保険料と合わせた額が年金受給額の１／２以上になる人は、納付
書（普通徴収）で納付していただきます。

※第１期、第２期、第３期分は仮算定の保険料を年金支給額から天引きします。
仮徴収 本徴収
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▽普通徴収（納付書で納付）
　納付書（７月に通知する保険料の決定通知書に同封）で個別に保険料を納めてください。

７月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

　納期限は、各納期月の末日です（１２月は２５日が納期限）。納期月の末日が日曜・祝祭日などにあたるときは、
その翌日（土曜日にあたるときは翌々日）が納期限となります。

後期高齢者医療制度の保険料の決め方
　保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計した額で、個人の所得に応じた保険料を広域連合が決定します。

▽保険料（賦課限度額　５００，０００円）
　均等割　３９，９００円
　所得割　（総所得金額－基礎控除　３３０，０００円）×７．５％

均等割の軽減について
　世帯所得の低い人は、保険料の均等割額が７割・５割・２割の段階区分で軽減されます。

軽減割合 被保険者＋世帯主の総所得金額等
７割軽減 【３３万円】を超えない世帯
５割軽減 【３３万円＋２４．５万円×被保険者数（被保険者である世帯主を除く）】を超えない世帯
２割軽減 【３３万円＋３５万円×被保険者数】を超えない世帯

＜被扶養者の経過措置＞
　会社の健康保険などの被扶養者だった人は、平成２０年４月から９月までの半年間、保険料負担が全額免除
され、１０月から平成２１年３月までの半年間は、保険料の９割が軽減されます。

＜被扶養者の軽減措置＞
　会社の健康保険などの被扶養者だった人は、被保険者の資格を得た日のある月から２年間、保険料の所得割
額の負担はなく、均等割額が５割軽減されます。
※平成20年度中に軽減措置の拡大が予定されていますので、決定次第お知らせします。

■問合先　　保険課後期高齢者医療係　本（内線３７３・３９３）
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